
「記号」・「番号」は

マイナポータルまたは資格情報のお知らせで
確認できます。

確認方法は
本誌P.7を
チェック！

❷ マイナ保険証 ＋ マイナポータルの資格情報画面（スマートフォン）
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関では、
「マイナポータルの資格情報の画面」をマイナ保険証とともにご提示ください。

❹ 資格確認書（※マイナ保険証をお持ちでない場合）
マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」をご提示ください。

❸ マイナ保険証 ＋ 「資格情報のお知らせ」
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関では、
「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともにご提示ください。

❶ マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード（＝「マイナ保険証」）をご提示ください。

健診予約時には健康保険資格の「記号」・「番号」が必要です

健診受診時にはパナソニック健保の加入者資格を証明するため
以下のいずれかを受診先でご提示ください

健診予約・受診の際は
マイナ保険証をご利用ください

パナソニック健康保険組合　産業保健センター　
健診のご案内（ご家族＆OB）お問い合わせフォーム

右の二次元コードを読み取り、お問い合わせ項目を選択し、
必要事項をご記入して送信してください。

【お問い合わせ先】


